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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第40期
第１四半期
累計(会計)期間

第41期
第１四半期
累計(会計)期間

第40期

会計期間

自　平成22年
　　１月１日
至　平成22年
　　３月31日

自　平成23年
　　１月１日
至　平成23年
　　３月31日

自　平成22年
　　１月１日
至　平成22年
　　12月31日

売上高 (千円) 14,004,03012,329,83156,912,379

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △34,313△303,567 38,711

四半期(当期)純損失
(△)

(千円) △15,361△1,114,440△255,776

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ─ ─ ─

資本金 (千円) 1,080,0001,080,0001,080,000

発行済株式総数 (株) 19,400,00019,400,00019,400,000

純資産額 (千円) 34,330,10331,605,14834,019,861

総資産額 (千円) 44,352,36441,328,01442,714,115

１株当たり純資産額 (円) 1,769.611,629.161,753.63

１株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円) △0.79 △57.45 △13.18

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─

１株当たり配当額 (円) ─ ─ 40.00

自己資本比率 (％) 77.4 76.5 79.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △315,176△316,333 717,060

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △55,490 697,030△768,068

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △708,961△717,610△775,589

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 6,017,8665,933,9836,270,896

従業員数 (名) 1,723 1,651 1,678

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりません。

３　売上高には消費税等は含まれておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５　従業員数は就業人員であります。なお、執行役員は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社グループ(当社及び当社の非連結子会社)が営んでいる事業の内容

に重要な変更はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　    平成23年３月31日現在

従業員数(名) 1,651

(注) 従業員数は就業人員であります。なお、執行役員は含まれておりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 販売実績

当第１四半期会計期間における販売実績を商品分類別に示すと、次のとおりであります。

区分

当第１四半期会計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年３月31日)

金額(千円) 前年同期比(％)

家具 　 　

　収納家具 352,613 84.8

　和家具 70,309 106.3

　応接 2,520,868 85.8

　リビングボード 813,847 79.5

　学習・事務 754,226 80.8

　ダイニング 2,268,801 90.1

　ジュータン・カーテン 1,068,884 90.2

　寝具 3,038,856 90.4

　電気・住器 483,740 89.5

　単品 407,825 132.2

　リトグラフ・絵画 6,795 103.3

　その他 525,680 76.6

売上高 12,312,449 88.0

不動産賃貸収入 17,381 100.0

合計 12,329,831 88.0

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 仕入実績

当第１四半期会計期間における仕入実績を商品分類別に示すと、次のとおりであります。

区分

当第１四半期会計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年３月31日)

金額(千円) 前年同期比(％)

収納家具 160,218 85.1

和家具 37,458 114.0

応接 1,085,527 91.8

リビングボード 402,207 81.3

学習・事務 462,556 85.1

ダイニング 1,125,599 94.5

ジュータン・カーテン 680,252 91.1

寝具 1,109,495 91.3

電気・住器 320,753 91.8

単品 214,721 151.8

リトグラフ・絵画 6,100 386.7

その他 354,049 117.6

合計 5,958,941 93.3

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 【事業等のリスク】

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
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なお、平成23年３月に発生した東日本大震災による電力供給のさらなる逼迫や個人消費動向の変化等が
生じた場合、当社の業績及び財務状況が影響を受ける可能性があります。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期累計期間は、景気持ち直しの動きの中、住宅関連市場も回復傾向を示し、家具需要への波及
効果が見込まれる環境にありました。しかし、３月の東日本大震災発生により、東日本を中心に個人消費を
はじめ経済全体への広範な影響が懸念される状況となりました。
当四半期において、当社では、一昨年から取り組んできた新しい営業・マーケティング戦略の浸透とイン
ターネットの活用の強化などに注力しながら、店舗については、２月に立川ショールームをオープンすると
ともに、主要店舗のリニューアルを継続いたしました。１月の大阪南港ショールームのリニューアルでは、
体験型のインテリア選びができる新設の「ＩＤＣインテリアスタイリングスタジオ」が好評を博して、来
客数、受注ともに大幅に増加し、また、受注のハイシーズンである２月から３月にかけては、同様のリニュー
アルを有明本社ショールームでも行い、３月上旬までの店舗売上はほぼ想定通りの水準で推移しました。
しかしながら、３月11日の東北地方太平洋沖地震により、年間でも受注の最盛期にあたる３月の中旬に、
仙台および関東地区のショールームの多くが臨時休業を余儀なくされました。地震により、設備・備品及び
商品の一部に破損等が生じたものの人的被害はなく、３月18日までには関東地区の全９店舗で営業を再開
し、受注も徐々に回復しましたが、仙台ショールームは３月中には営業再開できず、関東以北の店舗の３月
の売上は計画を下回りました。
なお、今回の震災による当第１四半期累計期間における東海以西の６店舗への影響は軽微でありました。
以上の結果、売上高は123億29百万円(前年同期比12.0％減)となりました。売上高の主な内訳は、店舗が
119億３百万円(前年同期比11.9％減)、建装は４億８百万円(前年同期比14.0％減)となっております。
販売費及び一般管理費は、71億13百万円(前年同期比6.0％減)となりましたが、営業損失は３億58百万円
(前年同期は81百万円の損失)、経常損失は３億３百万円(前年同期は34百万円の損失)となりました。四半期
純損失につきましては、「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴う期首時点における影響額４億91
百万円、災害による損失３億22百万円などの特別損失８億76百万円計上により、11億14百万円(前年同期は
15百万円の損失)となりました。

　

(2) 資産、負債及び純資産の状況

① 資産

当第１四半期会計期間末における総資産は413億28百万円となり、前事業年度末と比較して13億86百万円
(3.2％)の減少となりました。
これは主に、現金及び預金の減少３億36百万円、投資有価証券の減少９億32百万円、差入保証金の減少10
億10百万円等によるものです。

② 負債

当第１四半期会計期間末における負債は97億22百万円となり、前事業年度末と比較して10億28百万円
(11.8％)の増加となりました。
これは主に、賞与引当金の増加１億96百万円、資産除去債務の増加３億17百万円等によるものです。

③ 純資産

当第１四半期会計期間末における純資産は316億５百万円となり、前事業年度末と比較して24億14百万円
(7.1％)の減少となりました。
これは主に、利益剰余金の減少によるものです。
自己資本比率は前事業年度末と比較して3.1ポイント低下し76.5％となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比べ３
億36百万円減少し、59億33百万円となりました。 
各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。 

　
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により支出した資金は３億16百万円(前年同四半期会計期間は３億15百万円の支出)となりまし
た。これは主に、税引前四半期純損失が11億70百万円計上されたことに加え、売上債権の増加額１億99百万
円、たな卸資産の増加額２億61百万円、前受金の増加額11億58百万円によるものです。
　
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により取得した資金は６億97百万円(前年同四半期会計期間は55百万円の支出)となりました。
これは主に、差入保証金の差入による支出１億４百万円、差入保証金の回収による収入８億98百万円による
ものです。
　
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動により支出した資金は７億17百万円(前年同四半期会計期間は７億８百万円の支出)となりまし
た。これは主に、配当金の支払いによるものです。
　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生
じた課題はありません。
　
(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期会計期間において、以下の設備の新設及び異動並びに除却を行いました。

①主要な設備の新設

事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　(所在
地)

設備の内容 完了年月 帳簿価額(千円) 従業員数(名)

立川ショールーム
(立川市)

店舗 平成23年２月 39,299 52

(注)　従業員数は、第１四半期会計期間末現在のものです。

　

②主要な設備の異動

事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　(所在
地)

設備の内容 完了年月 帳簿価額(千円) 従業員数(名)

九州サービスセンター
(糟屋郡)

物流施設 平成23年２月 235 19

(注)　１　上記設備の異動は、所在地の変更によるものです。

　　　２　従業員数は、第１四半期会計期間末現在のものです。

　
③主要な設備の除却

事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　(所在
地)

設備の内容 除却年月 帳簿価額(千円) 従業員数(名)

多摩ショールーム
(多摩市)

店舗 平成23年１月 － －

梅田ショールーム
(大阪市北区)

店舗 平成23年１月 2,266 －

(注)　多摩ショールームは減損損失により帳簿価額を引き下げております。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期会計期間において、前事業年度末における設備の新設、除却等の計画について重要な変更

はありません。なお、重要な設備の除却のうち、多摩ショールーム及び梅田ショールームについては、前事

業年度末の計画より重要な変更はなく平成23年１月に完了しており、(1)主要な設備の状況に記載してお

ります。

また、新たに確定した重要な設備の状況の新設、除却等の計画はありません。

EDINET提出書類

株式会社大塚家具(E03078)

四半期報告書

 7/24



第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 43,000,000

計 43,000,000

　

　

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年５月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 19,400,00019,400,000
大阪証券取引所　
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株と
なっております。

計 19,400,00019,400,000─ ─

　

　

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

　

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

　

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　平成23年１月１日～
　平成23年３月31日

─ 19,400,000 ─ 1,080,000 ─ 3,690,470

　

　

　

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。

　

　

　

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日(平成22年12月31日)に基づく株主名簿による記載をし

ております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ─ ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ─ ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　　 300

─
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式です。

完全議決権株式(その他)
普通株式
      19,396,200

　　　　 193,962 同上

単元未満株式 普通株式　 3,500 ─ 同上

発行済株式総数 　　　19,400,000 ─ ─

総株主の議決権 ─ 　　　　 193,962 ─

(注)　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式65株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社大塚家具

東京都江東区有明三丁目
６番11号

300 ─ 300 0.00

計 ─ 300 ─ 300 0.00
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成23年
１月

　
２月

　
３月

最高(円) 　938 911 862

最低(円) 870 839 575

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。

　

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 新任役員

　該当事項はありません。

　

(2) 退任役員

　該当事項はありません。

　

(3) 役職の異動

　該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期会計期間(平成22年１月１日から平成22年３月31日まで)及び前第１四半期累計期間

(平成22年１月１日から平成22年３月31日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第１四半期

会計期間(平成23年１月１日から平成23年３月31日まで)及び当第１四半期累計期間(平成23年１月１日か

ら平成23年３月31日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期会計期間(平成22年１月１日か

ら平成22年３月31日まで)及び前第１四半期累計期間(平成22年１月１日から平成22年３月31日まで)に係

る四半期財務諸表並びに当第１四半期会計期間(平成23年１月１日から平成23年３月31日まで)及び当第１

四半期累計期間(平成23年１月１日から平成23年３月31日まで)に係る四半期財務諸表については、新日本

有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３  四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項に基づき、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から

見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない

程度に重要性が乏しいものと判断し、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準 0.6％

売上高基準 0.1％

利益基準 1.5％

利益剰余金基準 0.4％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成23年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,933,983 6,270,896

受取手形及び売掛金 3,038,747 2,839,718

商品 13,513,769 13,252,711

未収還付法人税等 6,305 6,305

その他 1,504,189 1,497,768

貸倒引当金 △250 △260

流動資産合計 23,996,744 23,867,139

固定資産

有形固定資産 ※
 3,225,851

※
 3,208,233

無形固定資産 94,846 101,709

投資その他の資産

投資有価証券 5,816,780 6,749,021

差入保証金 6,745,937 7,756,453

その他 1,447,853 1,031,558

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 14,010,572 15,537,033

固定資産合計 17,331,269 18,846,976

資産合計 41,328,014 42,714,115

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,787,712 3,796,348

未払法人税等 28,422 64,795

賞与引当金 285,102 89,095

販売促進引当金 47,118 47,330

その他 4,549,551 3,985,313

流動負債合計 8,697,907 7,982,882

固定負債

役員退職慰労引当金 438,290 433,610

資産除去債務 317,518 －

その他 269,150 277,761

固定負債合計 1,024,958 711,371

負債合計 9,722,866 8,694,253

純資産の部

株主資本

資本金 1,080,000 1,080,000

資本剰余金 3,690,470 3,690,470

利益剰余金 26,961,695 28,852,121

自己株式 △893 △867

株主資本合計 31,731,272 33,621,723

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △126,123 398,138

評価・換算差額等合計 △126,123 398,138

純資産合計 31,605,148 34,019,861

負債純資産合計 41,328,014 42,714,115
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(2) 【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
  至 平成22年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
  至 平成23年３月31日)

売上高 14,004,030 12,329,831

売上原価 6,515,157 5,575,194

売上総利益 7,488,872 6,754,636

販売費及び一般管理費 ※１
 7,570,262

※１
 7,113,607

営業損失（△） △81,389 △358,970

営業外収益

受取利息 12 1

受取配当金 1,332 1,332

保険配当金 40,945 50,996

その他 8,951 5,383

営業外収益合計 51,242 57,714

営業外費用

固定資産除却損 1,850 240

為替差損 － 964

保証金支払利息 1,160 990

その他 1,154 115

営業外費用合計 4,165 2,311

経常損失（△） △34,313 △303,567

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 10

投資有価証券売却益 － 8,599

特別利益合計 － 8,609

特別損失

投資有価証券評価損 － 61,485

災害による損失 ※２
 －

※２
 322,909

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 491,623

店舗閉鎖損失 20,637 －

特別損失合計 20,637 876,018

税引前四半期純損失（△） △54,950 △1,170,976

法人税、住民税及び事業税 1,510 7,465

法人税等調整額 △41,098 △64,002

法人税等合計 △39,588 △56,536

四半期純損失（△） △15,361 △1,114,440

EDINET提出書類

株式会社大塚家具(E03078)

四半期報告書

13/24



(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
  至 平成22年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
  至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △54,950 △1,170,976

減価償却費 59,724 60,879

差入保証金償却額 3,630 3,626

貸倒引当金の増減額（△は減少） 110 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） 219,251 196,006

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,772 4,680

販売促進引当金の増減額（△は減少） 371 △211

投資有価証券評価損益（△は益） － 61,485

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 491,623

固定資産除却損 1,850 240

受取利息及び受取配当金 △1,345 △1,334

売上債権の増減額（△は増加） △1,419,111 △199,029

たな卸資産の増減額（△は増加） 133,854 △261,936

その他の流動資産の増減額（△は増加） △36,414 △10,173

仕入債務の増減額（△は減少） 105,904 △8,635

前受金の増減額（△は減少） 1,010,219 1,158,643

その他の流動負債の増減額（△は減少） △313,449 △637,134

その他 20,941 10,764

小計 △300,186 △301,493

利息及び配当金の受取額 1,334 1,334

法人税等の支払額 △16,323 △16,174

営業活動によるキャッシュ・フロー △315,176 △316,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △77,924 △81,195

無形固定資産の取得による支出 △4,065 △883

差入保証金の差入による支出 － △104,498

差入保証金の回収による収入 － 898,356

その他 26,500 △14,748

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,490 697,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △17 △26

配当金の支払額 △708,944 △717,584

財務活動によるキャッシュ・フロー △708,961 △717,610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,079,627 △336,913

現金及び現金同等物の期首残高 7,097,494 6,270,896

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 6,017,866

※
 5,933,983
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期会計期間(自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日)

　該当事項はありません。

　

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】
　

当第１四半期会計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年３月31日)

会計処理基準に関する事項の変更

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当第１四半期会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号　平成20年３月31日)及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日)を適用し

ております。

　これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ7,409千円、税引前四半期純損失は499,358千円増加しております。

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は315,929千円であり、差入保証金の変動額は

207,945千円であります。

　

　

　

【表示方法の変更】
　

当第１四半期会計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年３月31日)

(四半期損益計算書関係)

前第１四半期累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「為替差損」は、営業外費用総額の

100分の20を超えたため、当第１四半期累計期間では、区分掲記することとしております。なお、前第１四半期累

計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は676千円であります。
 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

「差入保証金の回収による収入」は金額に重要性が増したため、区分掲記することにいたしました。なお、前

第１四半期累計期間は投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に50,245千円含まれております。
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【簡便な会計処理】
　

当第１四半期会計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年３月31日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度決算に

おいて算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して貸倒見積高を算定する方法によっております。

２　棚卸資産の評価方法

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末における実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。

３　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。

４　経過勘定項目の算定方法

経過勘定項目に関しては、金額に重要性がなく、かつ、財務諸表利用者の判断を誤らせない範囲において合理

的に算定する方法によっております。

５　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度決算において使用した将来の業績予想やタックス

・プランニングを利用する方法によっております。

　

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期累計期間(自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日)

　該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第１四半期会計期間末
(平成23年３月31日)

前事業年度末
(平成22年12月31日)

※　有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の合

計額は4,035,190千円であります。

※　有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の合

計額は3,918,725千円であります。

　

(四半期損益計算書関係)

第１四半期累計期間

前第１四半期累計期間
(自　平成22年１月１日 
　至　平成22年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は以下のとおりであります。 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は以下のとおりであります。

販売促進引当金繰入額 8,543千円 販売促進引当金繰入額 8,698千円

貸倒引当金繰入額 110千円 賞与引当金繰入額 195,782千円

賞与引当金繰入額 219,011千円役員退職慰労引当金繰入額 4,680千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,010千円 給料手当 1,899,171千円

給料手当 1,966,303千円賃借料 2,132,327千円

賃借料 2,435,562千円　 　
※２　　　　　　　―――――――― ※２　災害による損失は平成23年３月に発生した東日本

大震災による損失額であり、その主な内訳は、営業休

止期間中の固定費173,678千円及び商品廃棄損

114,420千円であります。

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第１四半期累計期間
(自　平成22年１月１日 
　至　平成22年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年３月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に記載されている科目の金額との関係

(平成22年３月31日現在)

現金及び預金 6,017,866千円

現金及び現金同等物 6,017,866千円

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に記載されている科目の金額との関係

(平成23年３月31日現在)

現金及び預金 5,933,983千円

現金及び現金同等物 5,933,983千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期会計期間末(平成23年３月31日)及び当第１四半期累計期間(自　平成23年１月１日　至　平成23

年３月31日)

１　発行済株式の種類及び総数

普通株式 19,400,000株

　
２　自己株式の種類及び総数

普通株式 394株

　
３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年３月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 775,985 40.00平成22年12月31日 平成23年３月30日

　

　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　該当事項はありません。

　

(金融商品関係)

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動が認め

られません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動が認め

られません。

　

EDINET提出書類

株式会社大塚家具(E03078)

四半期報告書

18/24



　

(デリバティブ取引関係)

　該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

　該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

　該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

　該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

当第１四半期会計期間末(平成23年３月31日)

資産除去債務の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動が

認められません。

　

(セグメント情報等)

　【セグメント情報】

当第１四半期累計期間(自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日)

当社の報告セグメントは、家具販売事業のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記載

を省略しております。

　

(追加情報)

　当第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号　平成20年３月21日)を適用しております。

　

(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動が

認められません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期会計期間末
(平成23年３月31日)

前事業年度末
(平成22年12月31日)

1,629.16円 1,753.63円

　

２　１株当たり四半期純損失

　

第１四半期累計期間

前第１四半期累計期間
(自　平成22年１月１日 
　至　平成22年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年１月１日 
　至　平成23年３月31日)

１株当たり四半期純損失 0.79円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
は、１株当たり四半期純損失が計上されており、また、潜
在株式が存在しないため記載しておりません。

　

１株当たり四半期純損失 57.45円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
　

(注)　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期累計期間
(自　平成22年１月１日 
　至　平成22年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年３月31日)

四半期純損失(千円) 15,361 1,114,440

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る四半期純損失(千円) 15,361 1,114,440

普通株式の期中平均株式数(千株) 19,399 19,399

　

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

　リース取引残高が前事業年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。
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２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年５月13日

株　式　会　社　大　塚　家　具

取　締　役　会　　御　中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　志 村 さ や か　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　板　谷　秀　穂　　印
　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社大塚家具の平成22年１月１日から平成22年12月31日までの第40期事業年度の第１四半期会計期間(平成

22年１月１日から平成22年３月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成22年１月１日から平成22年３月31日

まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大塚家具の平成22年３月31日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年５月13日

株　式　会　社　大　塚　家　具

取　締　役　会　　御　中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　志 村 さ や か　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　板　谷　秀　穂　　印
　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社大塚家具の平成23年１月１日から平成23年12月31日までの第41期事業年度の第１四半期会計期間(平成

23年１月１日から平成23年３月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成23年１月１日から平成23年３月31日

まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大塚家具の平成23年３月31日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項が、すべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、会社は当第１

四半期会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

を適用している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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